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　「
建
築
は
、
経
済
活
動
や
市
民
生
活
が
行
わ
れ
る
場
に
お
い
て
、
安
全
性
を
確
保
し
豊
か
さ
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
建
築
の
質
の
向
上
と
建
築
ス
ト
ッ

ク
の
調
和
の
と
れ
た
活
用
が
、
建
築
行
政
の
目
的
と
し
て
ま
す
ま
す
重
要
と
な
る
。

　
ま
た
、
一
方
で
、
環
境
や
景
観
な
ど
に
関
し
て
市
民
意
識
が
向
上
し
た
こ
と
や
、
都
市
化
、
高
層
・
高
密
化
に
伴
っ
て
相
隣
関
係
の
紛
争
が
数
多
く
発
生
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
建
築
行
政
は
単
に
技
術
的
な
関
与
に
止
ま
ら
ず
、
多
様
な
分
野
に
お
い
て
、
今
ま
で
以
上
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
建
築
行
政
は
、
建
築
と
い
う
資
産
を
次
世
代
に
有
効
に
残
し
て
い
く
と
と
も
に
、
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
が
重
要
な
観
点
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
、
継
続
的
か
つ
適
切
な
発
展
的
対
応
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
広
く
国
民
や
市
場
の
中
で
理
解
さ
れ
て
執
行
さ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を

改
め
て
認
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
建
築
審
査
会
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
制
度
的
議
論
が
さ
れ
ず
に
き
た
が
、
今
日
、
建
築
行
政
の
中
で
重
要
な
役
割

を
果
た
す
建
築
審
査
会
が
目
指
す
べ
き
こ
れ
か
ら
の
方
向
と
課
題
を
改
め
て
見
直
す
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。」

（
全
国
建
築
審
査
会
協
議
会
建
議
・
提
言
起
草
委
員
会
『
こ
れ
か
ら
の
建
築
審
査
会
の
目
指
す
方
向
と
提
案
』（
二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
一
〇
月
）
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一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
近
代
市
民
社
会
の
初
期
、
私
有
財
産
権
が
「
神
聖
か
つ
不
可
侵
の
権
利
」
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
当
時
の
社
会
状
況
に
お
い
て
は
土
地
・

建
築
物
の
利
用
を
調
整
す
る
必
要
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
般
に
土
地
所
有
権
の
固
有
の
内
容
と
し
て
「
建
築
の
自
由
」
が
観
念
さ

れ
、
建
築
行
為
は
各
人
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
資
本
主
義
の
弊
害
に
よ
る
社
会
的
・
経
済
的
不
平
等
が
発
現

す
る
中
で
、
社
会
国
家
思
想
が
進
展
し
た
結
果
、
従
来
、
絶
対
不
可
侵
と
さ
れ
た
財
産
権
も
、
社
会
的
に
制
約
さ
れ
た
権
利
へ
と
変
容
す
る
。

さ
ら
に
、
都
市
化
・
工
業
化
の
進
行
も
相
俟
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
公
共
の
た
め
に
よ
る
収
用
と
相
隣
関
係
に
よ
る
地
役
的
制
限
の
規
制
に
制
限
さ

れ
て
い
た
土
地
所
有
権
も
そ
の
絶
対
性
か
ら
脱
却
し
、
ま
た
そ
れ
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
建
築
の
自
由
も
、
安
全
、
公
衆
衛
生
、
防
災
な
ど
様
々

な
観
点
か
ら
行
政
的
な
規
制
が
加
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
わ
が
国
に
お
い
て
、
建
築
規
制
の
基
本
法
と
し
て
最
初
に
制
定
さ
れ
た
の
は
「
市
街
地
建
築
物
法
」（
大
正
八
年
法
律
第
三
十
七
号
）
で
、

都
市
問
題
の
発
生
に
伴
い
旧
「
都
市
計
画
法
」（
大
正
八
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
姉
妹
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
同
法
は
、
勅
令
の
指
定
す

る
市
街
地
に
限
定
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
用
途
規
制
、
接
道
義
務
、
建
築
物
の
構
造
・
設
備
・
敷
地
に
関
す
る
衛
生
上
・
保
安

上
等
の
規
制
な
ど
現
行
の
建
築
基
準
法
と
ほ
ぼ
同
様
の
建
築
規
制
・
制
限
に
関
す
る
項
目
を
定
め
て
い
た
。
同
法
は
、
明
治
憲
法
下
の
建
築
行

政
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
日
中
戦
争
の
勃
発
後
の
戦
時
体
制
の
も
と
で
は
、
防
火
地

域
や
空
地
確
保
に
係
る
規
定
以
外
は
全
面
的
に
適
用
が
中
止
さ
れ
た
。

　
敗
戦
に
よ
り
日
本
国
憲
法
が
成
立
す
る
と
、
憲
法
の
精
神
に
則
っ
た
建
築
行
政
の
整
備
及
び
戦
災
復
興
の
た
め
の
新
し
い
建
築
物
の
あ
り
方

の
基
準
の
策
定
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
中
央
集
権
的
官
治
行
政
を
と
り
形
式
・
内
容
と
も
不
十
分
な
も
の
で
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あ
っ
た
市
街
地
建
築
物
法
は
廃
止
さ
れ
、
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
に
「
建
築
基
準
法
」（
昭
和
二
五
年
法
律
二
百
一
号
）
が
制
定
さ
れ
る
。

建
築
基
準
法
案
の
提
案
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
説
明
さ
れ
た
。

　「
戰
争
以
来
、
わ
が
国
の
建
築
は
、
そ
の
量
の
増
加
に
の
み
力
が
注
が
れ
、
質
の
改
善
が
閑
却
せ
ら
れ
が
ち
で
あ
り
ま
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
ま

し
て
、
保
安
上
、
衛
生
上
好
ま
し
く
な
い
建
築
物
が
建
築
せ
ら
れ
、
毎
年
火
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
る
建
築
物
の
損
耗
は
き
わ
め
て
大
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

か
か
る
建
築
物
の
災
害
を
未
然
に
防
止
し
、
国
民
の
健
康
及
び
財
産
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
建
築
物
の
質
の
あ
る
程
度
の
水
準
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
建
築
物
の
質
の
規
正
に
関
す
る
法
律
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
市
街
地
建
築
物
法
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
法
律
は
制
定
以
来
満
三
十

年
を
経
過
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
間
若
干
の
小
改
正
を
経
て
は
お
り
ま
す
が
、
今
日
に
お
い
て
は
、
そ
の
形
式
及
び
内
容
と
も
に
不
備
な
点
が
多
く
、
新
憲

法
の
精
神
に
か
ん
が
み
て
改
正
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
わ
が
国
建
築
の
質
的
改
善
に
よ
る
災
害
の
防
止
、
国
民
生
活
水
準
の
向
上
に
は
十
分
に
寄

與
し
得
な
い
う
ら
み
が
あ
り
ま
す
、
し
か
し
て
幸
い
最
近
に
お
い
て
建
築
資
材
の
需
給
も
円
滑
と
な
つ
て
来
ま
し
た
の
で
、
臨
時
建
築
制
限
規
則
に
よ
る
建
築

統
制
を
廃
止
し
て
、
建
築
物
の
質
的
改
善
を
積
極
的
に
推
進
で
き
る
機
運
に
も
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
際
市
街
地
建
築
物
法
を
廃
止
し
、
あ
ら
た
め
て
新
た

な
構
想
に
よ
り
、
建
築
物
に
関
す
る
基
本
法
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
し
て
、
本
法
律
案
を
提
出
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。」（
益
谷
秀
次
建
設
大
臣
、

一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
四
月
二
八
日
　
衆
議
院
建
設
委
員
会
）。

　
建
築
基
準
法
は
、
国
民
の
生
命
、
健
康
及
び
財
産
の
保
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
、
設
備
及
び
用
途
に
関
す
る
最

低
の
基
準
を
定
め
た
も
の
で
（
法
一
条
）、
建
築
主
事
、
特
定
行
政
庁
、
建
築
審
査
会
と
い
っ
た
特
別
の
執
行
体
制
に
関
す
る
規
定
と
と
も
に
、

全
国
一
律
に
適
用
さ
れ
る
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
及
び
建
築
設
備
に
関
す
る
一
般
的
基
準
を
定
め
た
規
定
（
法
第
二
章
。
い
わ
ゆ
る
単
体
規
定
）

と
都
市
計
画
区
域
内
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
建
築
物
に
つ
い
て
用
途
、
建
蔽
率
、
容
積
率
、
高
さ
制
限
な
ど
を
定
め
た
規
定
（
法
第
三
章
。
い

わ
ゆ
る
集
団
規
定
）
等
か
ら
な
っ
て
い
る
。

建
築
審
査
会
に
関
す
る
諸
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前
身
の
市
街
地
建
築
物
法
と
比
較
す
る
と
、
建
築
基
準
法
の
特
色
と
し
て
、

　
①
法
治
主
義
の
確
立
─
行
政
立
法
（
命
令
）
に
よ
る
の
で
は
な
く
法
律
に
よ
る
建
築
規
制

　
②
自
治
行
政
の
尊
重
─
地
方
公
共
団
体
の
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
立
法
権
及
び
法
執
行
の
権
限
・
責
任

　
③
行
政
の
能
率
化
─
建
築
主
事
の
「
確
認
」
制
度
の
採
用
及
び
受
理
か
ら
確
認
ま
で
の
期
間
の
法
定

　
④
行
政
救
済
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
制
度
の
導
入
─
建
築
審
査
会
に
よ
る
不
服
審
査
制
度
な
ど

　
⑤
建
築
規
制
の
実
体
規
定
に
お
け
る
都
市
計
画
上
又
は
建
築
技
術
上
の
改
善

の
諸
点
が
指
摘
さ
れ 

　
そ
の
後
、
社
会
情
勢
の
推
移
や
建
築
技
術
の
進
歩
に
応
じ
て
規
定
の
改
廃
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い 

　
建
築
主
事
、
特
定
行
政
庁
と
と
も
に
建
築
行
政
の
執
行
機
関
で
あ
る
建
築
審
査
会
は
、
建
築
基
準
法
七
十
八
条
一
項
「
こ
の
法
律
に
規
定
す

る
同
意
及
び
第
九
十
四
条
第
一
項
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
に
つ
い
て
の
議
決
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
特
定
行
政
庁
の
諮
問
に
応
じ
て
、

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
に
、
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
、
建
築
審
査
会
を
置
く
。」

に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
地
方
自
治
法
上
の
附
属
機
関
（
地
方
自
治
法
二
百
二
条
の
三
）
の
一
つ
で
、
五
名
又
は
七
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
る
合

議
機
関
で
あ
る
（
法
七
十
九
条
）。
建
築
審
査
会
の
事
務
は
、
①
建
築
基
準
法
に
規
定
す
る
特
定
行
政
庁
の
許
可
（
特
例
許
可
）
に
あ
た
り
必

要
と
さ
れ
る
同
意
（
法
四
十
三
条
一
項
た
だ
し
書
外
）、
②
建
築
基
準
法
令
に
係
る
特
定
行
政
庁
、
建
築
主
事
若
し
く
は
建
築
監
視
員
又
は
指

定
確
認
検
査
機
関
の
処
分
又
は
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
（
法
九
十
四
条
一
項
）、
③
特
定
行
政
庁
の
諮
問
に
応
じ
て
建

築
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
審
議
（
法
七
十
八
条
一
項
）、
④
建
築
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
関
係
行
政

機
関
に
対
す
る
建
議
（
同
条
二
項
）
で
あ
る
。

（
１
）
る
。

（
２
）
る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 

五
七
〇
（
　
　
　
）

四



　
こ
れ
ら
の
事
務
の
な
か
で
も
、
建
築
審
査
会
が
第
三
者
的
な
立
場
か
ら
行
使
す
る
特
例
許
可
の
同
意
権
限
及
び
裁
決
権
限
は
、
建
築
行
政
の

公
正
・
適
正
な
執
行
の
確
保
及
び
簡
易
迅
速
な
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
の
実
現
を
図
る
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
建
築
審
査
会
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
論 

公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
建
築
確
認
業
務
の
民
間
開

放
（
指
定
確
認
検
査
機
関
）、
天
空
率
制
度
な
ど
規
制
緩
和
に
よ
る
建
築
法
規
の
複
雑
化
、
形
態
規
制
・
地
盤
面
規
制
な
ど
の
条
例
委
任
事
項

の
拡
大
、
耐
震
偽
装
問
題
の
発
生
な
ど
、
こ
れ
を
取
り
巻
く
状
況
は
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
建
築
審
査
会
が

目
指
す
べ
き
こ
れ
か
ら
の
方
向
と
課
題
の
検
討
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ 

　
本
稿
は
、
一
般
に
は
余
り
周
知
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
建
築
行
政
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
建
築
審
査
会
に
つ
き
、
そ
の

組
織
・
権
限
を
概
括
す
る
と
と
も
に
、
審
査
請
求
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
建
築
審
査
会
の
今
後
の
課
題
の
一
端
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ 

（
１
）　
島
田
信
次
＝
関
哲
夫
『
建
築
基
準
法
体
系
（
第
五
次
全
訂
新
版
）』（
酒
井
書
店
・
一
九
九
一
年
）
六－

八
頁
参
照
。

（
２
）　
現
行
の
建
築
基
準
法
は
戦
後
復
興
期
に
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
も
規
定
の
整
備
が
図
ら
れ
て
き
た
が
、
急
激
な
技
術
革
新
、
国
際
化
等
の
進
展
に
伴
い
、

現
在
の
社
会
の
要
請
に
必
ず
し
も
即
応
し
得
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
と
し
て
、

「（
一
）
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
わ
か
り
や
す
い
規
制
体
系
へ
の
移
行

　
建
築
関
連
技
術
の
発
展
、
社
会
的
要
請
の
高
度
化
、
建
築
物
の
活
用
形
態
の
多
様
化
等
に
対
応
し
た
民
間
に
よ
る
様
々
な
取
組
の
円
滑
化
に
向

け
、
新
た
な
技
術
の
導
入
や
設
計
の
自
由
度
の
向
上
が
促
進
さ
れ
る
明
確
か
つ
柔
軟
な
規
制
体
系
へ
の
移
行
を
目
指
す
。

（
二
）
実
効
性
が
確
保
さ
れ
、
か
つ
、
効
率
的
な
規
制
制
度
へ
の
見
直
し

　
整
備
・
利
用
の
各
段
階
に
お
い
て
安
全
性
等
建
築
物
の
質
の
確
保
を
担
保
し
、
地
域
の
実
情
が
的
確
に
反
映
さ
れ
、
か
つ
、
手
続
も
迅
速
に
な

さ
れ
る
な
ど
、
実
効
性
と
効
率
性
が
両
立
す
る
規
制
制
度
の
構
築
を
目
指
す
。

（
３
）
稿
が

（
４
）
る
。

（
５
）
る
。

建
築
審
査
会
に
関
す
る
諸
問
題
（
一
）（
川
内
） 

五
七
一
（
　
　
　
）

五



（
三
）
専
門
家
の
資
質
確
保
・
向
上
に
資
す
る
資
格
制
度
へ
の
見
直
し

　
建
築
物
の
設
計
、
施
工
、
検
査
等
に
関
与
す
る
専
門
家
の
資
質
の
確
保
・
向
上
を
通
じ
、
建
築
物
の
質
の
確
保
・
向
上
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
資

格
制
度
を
見
直
す
。

（
四
）
所
有
者
等
が
的
確
に
判
断
で
き
る
法
体
系
へ
の
見
直
し

　
専
門
家
等
の
提
供
す
る
情
報
に
基
づ
き
、
所
有
者
等
が
建
築
物
の
質
の
確
保
・
向
上
に
的
確
に
努
め
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
が
整
備
さ
れ
る
よ

う
、
関
連
制
度
を
見
直
す
。」

と
の
基
本
的
方
向
に
基
づ
き
建
築
基
準
法
等
の
法
体
系
の
見
直
し
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
（
国
土
交
通
省
・
建
築
法
体
系
勉

強
会
「
建
築
法
体
系
勉
強
会
と
り
ま
と
め
～
建
築
法
体
系
の
見
直
し
に
向
け
た
基
本
的
視
点
～
」
二
〇
一
二
年
三
月
）。

　
ま
た
、
二
〇
一
二
年
四
月
に
先
送
り
と
結
論
さ
れ
た
も
の
の
、
建
築
基
本
法
制
定
の
動
き
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
建
築
基
本
法
制
定
準
備
会

「
建
築
基
本
法
の
提
案
」（
二
〇
〇
六
年
七
月
）
ほ
か
参
照
）。

（
３
）　
荒
秀
「
建
築
審
査
会
の
法
と
実
務
」
獨
協
法
学
四
二
号
一
頁
（
一
九
九
六
年
）、
広
岡
隆
「
建
築
審
査
会
に
対
す
る
審
査
請
求
─
─
そ
の
実
態
と
そ

れ
に
つ
い
て
の
感
想
─
─
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
二
九
号
七
一
頁
（
一
九
八
五
年
）、
橋
本
公
亘
「
建
築
審
査
会
論
（
上
）・（
下
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
七
六
号

五
六
頁
・
七
七
七
号
五
六
頁
（
一
九
八
二
年
）、
安
藤
一
郎
「
建
築
審
査
会
に
お
け
る
審
査
手
続
」
塩
崎
勤
＝
安
藤
一
郎
編
『
建
築
関
係
訴
訟
法
〈
改

訂
版
〉』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
三
五
二
頁
、
野
口
和
俊
「
建
築
審
査
会
に
お
け
る
審
査
手
続
」
安
藤
一
郎
編
『
建
築
紛
争
処
理
手
続
の
実
務
』

（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
二
七
七
頁
、
島
田
信
次
＝
内
山
忠
明
『
建
築
行
政
争
訟
法
─
─
理
論
と
運
用
─
─
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
一
年
）
ほ

か
。

（
４
）　
前
文
に
掲
げ
た
全
国
建
築
審
査
会
協
議
会
建
議
・
提
言
起
草
委
員
会
『
こ
れ
か
ら
の
建
築
審
査
会
の
目
指
す
方
向
と
提
案
』（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）

を
参
照
。

（
５
）　
筆
者
が
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
契
機
は
、
広
島
市
建
築
審
査
会
委
員
に
選
任
さ
れ
、
そ
の
職
務
を
担
当
し
た
こ
と
に
よ
る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 

五
七
二
（
　
　
　
）

六



二
　
建
築
審
査
会
の
法
的
性
格
と
構
成

（
一
）
建
築
審
査
会
の
設
置
と
沿
革

　
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
に
制
定
さ
れ
た
建
築
基
準
法
は
、
当
初
第
九
章
を
「
建
築
審
査
会
」（
現
行
法
で
は
第
五
章
と
な
る
）
と
題
し

て
七
十
八
条
か
ら
八
十
三
条
の
六
ヵ
条
の
規
定
を
置
き
、
法
執
行
機
関
と
し
て
建
築
審
査
会
を
設
置
し
た
。
ま
た
、
特
定
行
政
庁
の
特
例
許
可

の
同
意
に
関
す
る
規
定
等
そ
の
他
の
関
連
規
定
を
定
め 

　
制
定
施
行
時
の
法
第
九
章
の
規
定
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
第
九
章
　
建
築
審
査
会

　（
建
築
審
査
会
）

第
七
十
八
条
　
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
裁
定
及
び
同
意
に
つ
い
て
の
議
決
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
特
定
行
政
庁
の
諮
問
に
応
じ
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関

す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
に
、
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
、
建
築
審
査
会
を
置
く
。

２
　
建
築
審
査
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
外
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
行
政
機
関
に
対
し
建
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
建
築
審
査
会
の
組
織
）

第
七
十
九
条
　
建
築
審
査
会
は
、
委
員
五
人
又
は
七
人
を
も
つ
て
、
組
織
す
る
。

２
　
建
築
審
査
会
の
委
員
は
、
建
築
、
都
市
計
画
、
公
衆
衛
生
又
は
行
政
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
そ
の
長
が
、
都
道

府
県
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
町
村
又
は
都
道
府
県
の
議
会
の
同
意
を
得
て
、
命
ず
る
。
但
し
、
建
築
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る

者
の
う
ち
か
ら
命
ぜ
ら
れ
る
委
員
の
数
は
、
委
員
の
総
数
の
二
分
の
一
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
市
町
村
の
建
築
審
査
会
の
委
員
と
都
道
府
県
の
建
築
審
査
会
の
委
員
と
は
、
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　（
委
員
の
任
期
）

（
６
）
た
。

建
築
審
査
会
に
関
す
る
諸
問
題
（
一
）（
川
内
） 

五
七
三
（
　
　
　
）

七



第
八
十
条
　
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
但
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
　
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（
会
長
）

第
八
十
一
条
　
建
築
審
査
会
に
会
長
を
置
く
。
会
長
は
、
委
員
が
互
選
す
る
。

２
　
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
建
築
審
査
会
を
代
表
す
る
。

３
　
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
互
選
さ
れ
た
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

　（
委
員
の
除
斥
）

第
八
十
二
条
　
委
員
は
、
自
己
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
裁
定
又
は
同
意
に
関
す
る
議
事

に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　（
条
例
へ
の
委
任
）

第
八
十
三
条
　
こ
の
章
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
外
、
建
築
審
査
会
の
組
織
、
議
事
並
び
に
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
そ
の
他
建
築
審
査
会
に
関
し
て
必
要

な
事
項
は
、
条
例
で
定
め
る
。

　
前
身
の
市
街
地
建
築
物
法
に
お
い
て
は
、
現
行
法
の
特
定
行
政
庁
の
特
例
許
可
は
行
政
官
庁
の
権
限
と
さ
れ
て
お
り
、
建
築
審
査
会
に
類
す

る
機
関
は
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
建
築
審
査
会
の
設
置
経
緯
を
み
る
と
、
建
築
法
草
案
（
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
）
で
は
「
建
築
委
員
会
」
構
想
（
行
政
庁
が
命
令
そ
の

他
重
要
な
処
分
を
す
る
場
合
の
諮
問
機
関
）
が
あ
り
、
建
築
基
準
法
も
当
初
は
こ
れ
を
検
討
し
て
い
た
も
の
の
、
行
政
簡
素
化
の
趣
旨
を
考
慮

し
て
断
念
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
「B

oard
ofA
ppeal

 
         
     
（
不
服
申
立
機
関
）」
設
置
の
指
示
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
「
建

築
審
査
会
に
よ
る
不
服
申
立
制
度
」
が
追
加
さ
れ
、
こ
れ
に
許
認
可
等
の
同
意
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
建
築
基
準
法
は
、
そ
の
制
定
施
行
後
、
法
改
正
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
が
、
建
築
審
査
会
の
組
織
に
係
る
主
要
な
改
正
は
、
以
下
の
と
お
り
で

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 

五
七
四
（
　
　
　
）

八



あ
る
。

　
１
　
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
改
正
（
昭
和
三
四
年
法
律
百
五
十
六
号
）

　
　
　
以
下
の
四
点
が
改
正
点
で
あ
る
。

　
　
　
①「
第
九
章
」
が
「
第
五
章
」
に
改
め
ら
れ
た
。

　
　
　
②
法
七
十
九
条
三
項
「
市
町
村
の
建
築
審
査
会
の
委
員
と
都
道
府
県
の
建
築
審
査
会
の
委
員
と
は
、
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と

の
規
定
が
、
実
情
に
鑑
み
て
削
ら
れ
た
。

　
　
　
③
委
員
の
任
期
が
満
了
し
た
場
合
、
議
会
等
の
関
係
で
後
任
の
委
員
の
任
命
が
遅
れ
、
法
運
営
上
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
法
八
十
条
に
三
項
と
し
て
「
委
員
は
、
任
期
が
満
了
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
後
任
の
委
員
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
そ
の
職
務
を

行
う
。」
が
追
加
さ
れ
た
。

　
　
　
④
従
来
建
築
審
査
会
の
委
員
の
欠
格
条
項
や
解
任
事
由
に
関
す
る
規
定
が
全
く
欠
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
他
の
審
議
会
等
の
委
員
並
み

に
整
備
す
る
た
め
、
法
八
十
条
に
次
の
二
条
が
追
加
さ
れ
た
。

　（
委
員
の
欠
格
条
項
）

第
八
十
条
の
二
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
一
　
禁
治
産
者
若
し
く
は
準
禁
治
産
者
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

　
二
　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

　（
委
員
の
解
任
）

第
八
十
条
の
三
　
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
任
命
に
係
る
委
員
が
前
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
委
員
を
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

建
築
審
査
会
に
関
す
る
諸
問
題
（
一
）（
川
内
） 

五
七
五
（
　
　
　
）

九



２
　
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
任
命
に
係
る
委
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
委
員
を
解
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
に
堪
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

　
二
　
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

　
２
　
一
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
改
正
（
昭
和
四
五
年
法
律
百
九
号
）

　
こ
の
改
正
で
は
、
法
七
十
九
条
二
項
に
つ
い
て
「
委
員
は
、
建
築
、
都
市
計
画
、
公
衆
衛
生
又
は
行
政
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の

う
ち
か
ら
」
を
、「
委
員
は
、
法
律
、
経
済
、
建
築
、
都
市
計
画
、
公
衆
衛
生
又
は
行
政
に
関
し
す
ぐ
れ
た
経
験
と
知
識
を
有
し
、
公
共

の
福
祉
に
関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
が
任
命
す
る
。」
と
し
て
選
任
分

野
に
「
法
律
」
が
追
加
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
当
該
市
町
村
又
は
都
道
府
県
の
議
会
の
同
意
を
得
て
」
の
文
言
が
削
ら
れ
た
。
前
者
の
追

加
は
東
京
都
「
東
京
海
上
ビ
ル
事
件
」
が
原
因
と
さ
れ
、
ま
た
、
後
者
は
政
治
的
影
響
の
排
除
を
理
由
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
３
　
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
改
正
（
平
成
一
一
年
法
律
百
五
十
一
号
）

　
高
齢
社
会
へ
の
対
応
及
び
障
害
者
福
祉
の
充
実
の
観
点
か
ら
、
高
齢
者
等
の
判
断
能
力
の
不
十
分
な
者
の
保
護
を
図
る
た
め
、
禁
治
産

及
び
準
禁
治
産
の
制
度
を
後
見
及
び
保
佐
の
制
度
に
改
め
る
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
」〔
通
称
「
成
年
後
見
制
度
等
関
連
四
法
」〕（
平
成
一
一
年
法
律
百
五
十
一
号
）
に
よ
り
、
法
八
十
条
の
二
第
一
号
中
「
禁
治

産
者
若
し
く
は
準
禁
治
産
者
又
は
」
が
削
ら
れ
、
欠
格
事
由
を
「
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者
」
の
み
と
す
る
改
正
が
な
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
改
正
を
経
て
、
現
行
規
定
に
至
っ
て
い
る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
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五
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六
（
　
　
　
）
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（
二
）
法
的
性
格

　
建
築
審
査
会
は
、
前
記
の
ご
と
く
、
建
築
基
準
法
七
十
八
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
設
置
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
地
方
自
治
法
上
の
附
属
機
関
で
あ
る
。
こ
の
附
属
機
関
の
法
的
性
格
は
、
一
般
に
、
行
政
委
員
会
と
同
様
に
合
議
制
機
関
で
あ

る
が
、
行
政
委
員
会
と
異
な
り
自
ら
行
政
執
行
に
当
た
る
も
の
で
は
な
く
、
執
行
機
関
の
要
請
に
よ
り
、
そ
の
行
政
執
行
の
前
提
と
し
て
必
要

な
調
停
、
審
査
、
審
議
、
調
査
等
を
行
う
機
関
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
地
方
自
治
法
二
百
二
条
の
三
第
一
項
）。
す
な
わ
ち
、
執
行
機
関

に
属
す
る
機
関
で
あ
る
が
、
職
務
執
行
に
当
た
っ
て
は
執
行
機
関
を
含
め
他
の
行
政
機
関
か
ら
独
立
し
て
こ
れ
を
行
い
、
い
か
な
る
指
揮
監
督

も
受
け
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
意
思
決
定
は
外
部
に
対
し
て
表
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
般
に
執
行
機
関
が
附
属
機
関
の
決
定
を
受
け
て
外

部
に
表
示
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
、
地
方
自
治
法
は
附
属
機
関
に
つ
き
概
括
的
な
規
定
を
置
く
の
み
で
、
そ
の
設
置
目
的
や
権
限
は
、
専
ら
法
律
も
し
く
は
こ
れ
に
基
づ

く
政
令
又
は
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
附
属
機
関
の
性
格
は
一
様
で
な
く
、
個
別
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

建
築
審
査
会
に
つ
い
て
み
る
と
、
建
築
基
準
法
は
、
そ
の
目
的
を
建
築
行
政
に
お
け
る
専
門
的
・
公
益
的
配
慮
に
よ
る
公
正
性
の
確
保
、
国
民

の
権
利
利
益
の
救
済
、
専
門
的
知
識
の
導
入
な
ど
と
し
、
ま
た
、
そ
の
権
限
と
し
て
諮
問
に
対
す
る
答
申
権
、
建
議
権
と
と
も
に
、
よ
り
重
要

な
権
限
と
な
る
特
例
許
可
の
同
意
権
及
び
審
査
請
求
の
審
査
・
裁
決
権
を
付
与
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
建
築
審
査
会
は
、
多
目
的
な
権
限
を

有
す
る
機
関
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な
附
属
機
関
と
は
異
な
る
性
格
を
持
ち
、
単
に
附
属
機
関
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
諮
問
機
関
あ
る
い
は
参

与
機
関
さ
ら
に
行
政
委
員
会
と
し
て
の
性
格
を
も
有
し
て
い （
７
）
る
。

建
築
審
査
会
に
関
す
る
諸
問
題
（
一
）（
川
内
） 

五
七
七
（
　
　
　
）

一
一



（
三
）
構
　
　
　
成

　
建
築
審
査
会
は
、
法
律
、
経
済
、
建
築
、
都
市
計
画
、
公
衆
衛
生
又
は
行
政
に
関
し
す
ぐ
れ
た
経
験
と
知
識
を
有
し
、
公
共
の
福
祉
に
関
し

公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
委
員
で
構
成
す
る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
法
七
十
九
条
二
項
）。
制
定
当
初
に
は
、
委
員
の
選
任
分

野
に
「
法
律
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
一
九
六
七
（
昭
和
四
二
）
年
の
東
京
都
「
東
京
海
上
ビ
ル
事
件
」
が
契
機
と
な
り
、
前
記
の

と
お
り
一
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
法
改
正
で
法
律
分
野
が
追
加
さ
れ 

な
お
、
委
員
の
構
成
に
お
い
て
、
法
七
十
九
条
掲
記
の
各
分
野
の

も
の
を
す
べ
て
含
む
こ
と
は
要
求
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
委
員
は
、
五
人
又
は
七
人
で
あ
り
（
法
七
十
九
条
一
項
）、
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
が
任
命
す
る
（
同
二
項
）。
当
初
は
、
委
員
の
任

命
に
つ
き
議
会
の
同
意
を
要
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
法
律
分
野
が
追
加
さ
れ
た
一
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
改
正
に
よ
り
、
政
治
的
影

響
の
排
除
を
理
由
と
し
て
同
意
制
度
は
廃
止
さ
れ 

そ
れ
以
降
、
委
員
の
選
任
は
自
治
体
サ
イ
ド
に
よ
る
方
法
が
と
ら
れ
て
お
り
、
一
般
に

多
く
の
自
治
体
で
は
、
各
関
係
機
関
（
弁
護
士
会
、
建
築
士
会
な
ど
）
や
前
任
者
の
推
薦
に
よ
る
と
こ
ろ
の
選
任
と
な
っ
て
い
る
。
建
築
審
査

会
の
案
件
の
多
く
が
地
域
社
会
の
都
市
形
成
の
中
で
生
起
し
て
い
る
実
情
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
選
任
方
法
を
見
直
し
、
市
民
代
表
か

ら
の
選
出
や
一
部
公
募
な
ど
を
検
討
す
べ
き
と
す
る
指
摘
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ 

　
会
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
ば
れ
（
法
八
十
一
条
）、
会
務
を
総
理
し
、
建
築
審
査
会
を
代
表
す
る
（
同
二
項
）。
ま
た
、
会
長
に
事
故

あ
る
場
合
に
備
え
て
あ
ら
か
じ
め
互
選
さ
れ
た
者
が
会
長
の
職
務
を
代
理
す
る
（
同
三
項
）。

　
建
築
審
査
会
が
地
方
自
治
法
上
の
附
属
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
委
員
は
非
常
勤
の
特
別
職
の
地
方
公
務
員
と
な
り
（
地
方
自
治
法
二
百
二

条
の
三
第
二
項
、
地
方
公
務
員
法
三
条
三
項
二
号
）、
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
り
地
方
公
務
員
法
が
適
用
さ
れ
る
。

　
委
員
に
は
、
そ
の
欠
格
事
由
と
し
て
、
①
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
、
②
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

（
８
）
た
。

（
９
）
た
。

（

）
１０る
。
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行
を
終
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
法
八
十
条
の
二
）。

　
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
者
を
委
員
に
任
命
す
る
行
為
は
無
効
と
解
さ
れ
る
が
、
問
題
は
、
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
者
が
委
員
と
し
て
関
与
し

た
場
合
の
審
議
、
審
査
、
裁
決
の
効
力
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
見
解
は
、
絶
対
無
効
と
解
す
る 

欠
格
委
員
の
投
票
を
控
除
し
て
も
結
果

に
異
同
が
生
じ
な
い
場
合
に
は
有
効
と
す
る
控
除 

欠
格
委
員
が
職
務
か
ら
排
除
さ
れ
る
ま
で
に
行
っ
た
職
務
行
為
は
有
効
と
す
る
有
効 

分
か
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
合
議
制
機
関
の
存
在
理
由
は
、
会
議
で
の
審
議
を
通
し
て
、
適
正
な
結
論
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
一
人

の
意
見
が
会
議
の
結
論
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
だ
け
に
、
合
議
制
機
関
の
権
限
を
適
法
に
行
使
す
る
に
は
、
そ
の
組
織
が

適
正
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
。
そ
の
審
議
に
欠
格
委
員
が
関
与
す
る
な
ど
、
適
正
に
組
織
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
合
議
制
機
関
の
行
為
は
無

効
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
委
員
は
、
任
命
後
に
、
①
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
、
②
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
に
堪
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

又
は
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
任
命
権
者
に
よ
り
解
任
さ
れ
る
（
法
八
十
条
の

三
）。
前
者
は
必
要
的
解
任
で
、
後
者
は
任
命
権
者
の
任
意
的
裁
量
の
解
任
と
な
る
。
た
だ
、
解
任
事
由
に
該
当
す
る
場
合
以
外
に
は
解
任
が

禁
止
さ
れ
る
た
め
、
委
員
の
身
分
の
保
障
、
さ
ら
に
は
建
築
審
査
会
の
独
立
性
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
委
員
の
任
期
は
二
年
と
さ
れ
、
再
任
は
妨
げ
ら
れ
な
い
（
法
八
十
条
一
項
・
二
項
）。
現
状
を
み
る
と
、
委
員
の
平
均
在
任
期
間
は
五
年
強
で
、

最
長
は
三
〇
年
と
な
っ
て
お
り
、
委
員
の
偏
り
や
任
期
の
長
期
化
が
課
題
と
指
摘
さ
れ
て
い 

　
一
般
に
、
裁
判
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
等
が
、
事
件
や
そ
の
当
事
者
と
特
別
な
関
係
を
有
す
る
場
合
、
裁
判
の
公
正
や
信
用
を
損
な
う
こ
と

に
な
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
官
等
の
除
斥
、
忌
避
、
回
避
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
除
斥
と
は
、
法
定
の
事
由
の
あ
る
と
き
当
然
に
そ
の
職

務
執
行
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
（
民
事
訴
訟
法
二
十
三
条
・
二
十
七
条
、
刑
事
訴
訟
法
二
十
条
・
二
十
六
条
）、
忌
避
は
除
斥
事
由
以
外
に
事
情

（

）
１１説
、

（

）
１２説
、

（

）
１３説
に

（

）
１４る
。

建
築
審
査
会
に
関
す
る
諸
問
題
（
一
）（
川
内
） 

五
七
九
（
　
　
　
）

一
三



が
あ
る
と
き
当
事
者
か
ら
の
申
し
立
て
に
よ
り
決
定
に
基
づ
い
て
職
務
執
行
か
ら
排
除
す
る
こ
と
（
民
事
訴
訟
法
二
十
四
条
・
二
十
七
条
、
刑

事
訴
訟
法
二
十
一
条
・
二
十
六
条
）、
回
避
と
は
自
ら
除
斥
又
は
忌
避
の
事
由
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
職
務
執
行
を
避
け
る
こ
と
（
民
事
訴
訟

規
則
十
二
条
・
十
三
条
、
刑
事
訴
訟
規
則
十
三
条
・
十
五
条
）
を
い
う
。

　
建
築
審
査
会
に
お
い
て
も
審
理
、
裁
決
、
議
決
の
公
正
を
期
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
た
め
、
除
斥
、
忌
避
、
回
避
の
制
度
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
点
、
建
築
基
準
法
は
、
除
斥
の
制
度
の
み
を
置
い
て
い
る
（
法
八
十
二
条
）。
す
な
わ
ち
、
委
員
は
、
自
己
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
の

利
害
に
関
係
す
る
案
件
へ
の
関
与
が
法
律
上
当
然
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
除
斥
は
、
特
定
行
政
庁
の
特
例
許
可
の
同
意
案
件
及
び
審
査

請
求
案
件
に
等
し
く
適
用
さ
れ
る
。
な
お
、
行
政
不
服
審
査
法
に
お
い
て
は
、
書
面
審
理
が
原
則
と
な
る
こ
と
か
ら
か
、
除
斥
、
忌
避
、
回
避

の
制
度
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　
除
斥
を
め
ぐ
っ
て
は
、
除
斥
事
由
に
該
当
す
る
委
員
が
裁
決
や
同
意
・
不
同
意
の
審
理
・
議
決
に
関
与
し
た
場
合
の
裁
決
や
決
定
の
効
力
が

問
題
と
な
る
。
欠
格
委
員
の
関
与
の
場
合
と
同
様
に
、
無
効
説
、
控
除
説
、
有
効
説
に
分
か
れ
る
が
、
判
例
の
多
く
は
、
除
斥
委
員
の
投
票
を

除
い
た
と
し
て
も
結
果
に
影
響
が
な
け
れ
ば
無
効
で
は
な
い
と
解
す
る
控
除
説
を
採
用
す
る
傾
向
が
見
ら
れ 

　
忌
避
及
び
回
避
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
に
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
認
否
を
め
ぐ
り
肯
定 

否
定 

が
対
立
し
て
い
る
。

し
か
し
、
審
議
の
公
正
さ
の
観
点
に
立
て
ば
、
こ
れ
ら
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
議
事
に
関
す
る
必
要
事
項
、
す
な
わ
ち
定
足
数
、
表
決
方
法
な
ど
の
事
項
は
、
地
方
自
治
体
の
条
例
で
も
っ
て
定
め
る
と
さ
れ
て
い
る
（
法

八
十
三
条
）。
各
自
治
体
の
条
例
を
み
る
と
、
異
な
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
一
般
に
、
会
長
が
審
査
会
を
招
集
し
、
定
足

数
は
二
分
の
一
以
上
、
議
決
は
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
議
長
が
決
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い 

　
最
後
に
、
建
築
審
査
会
は
、
そ
の
法
的
性
格
が
執
行
機
関
の
附
属
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
庶
務
は
、
執
行
機
関
が
掌
り
、
当
該
部
局

（

）
１５る
。

（

）
１６説
と

（

）
１７説
と

（

）
１８る
。
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の
職
員
が
こ
れ
を
担
当
し
（
地
方
自
治
法
二
百
二
条
の
三
第
三
項
）、
固
有
の
事
務
局
を
有
し
て
い
な
い
。
審
査
会
事
務
局
は
、
ほ
と
ん
ど
が

処
分
庁
と
同
一
部
署
が
担
う
こ
と
か
ら
、
処
分
庁
あ
る
い
は
不
作
為
庁
と
建
築
審
査
会
の
「
癒
着
」
な
ど
と
の
批 

み
ら
れ
、
公
正
・
中
立

な
制
度
と
し
て
事
務
局
体
制
の
確
立
が
検
討
課
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

（
６
）　
例
え
ば
、
建
築
基
準
法
制
定
時
に
お
い
て
は
、「（
聴
聞
及
び
建
築
審
査
会
の
同
意
）
第
五
十
四
条
　
特
定
行
政
庁
は
、
第
四
十
九
条
各
項
但
書
、
第

五
十
条
第
二
項
但
書
若
し
く
は
第
四
項
但
書
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
許
可
に
利
害
関

係
を
有
す
る
者
の
出
頭
を
求
め
て
公
開
に
よ
る
聴
聞
を
行
い
、
且
つ
、
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
な
ど
の
規
定
が
置
か
れ
て

い
た
。

（
７
）　
荒
・
前
掲
注
（
３
）
四
頁
。

（
８
）　
改
正
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
、「
東
京
海
上
ビ
ル
事
件
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
橋
本
公
亘
「
超
高
層
ビ
ル
事
件
裁
決
の
残
し
た

疑
問
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
八
四
号
一
三
二
頁
以
下
参
照
。

（
９
）　
同
意
制
度
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、「
住
民
監
視
の
排
除
で
も
あ
り
、
ま
た
、
都
市
形
成
の
中
で
審
査
会
の
占
め
る
ウ
エ
イ
ト
・
評
価
の
低
落
の
反
映

で
も
あ
る
。」
と
の
評
価
も
み
ら
れ
る
（
荒
・
前
掲
注
（
３
）
一
一
頁
）。

（
　
）　
杉
山
義
孝
「
建
築
審
査
会
の
機
能
と
審
査
能
力
の
向
上
」
日
本
建
築
学
会
・
建
築
に
関
わ
る
社
会
規
範
・
法
規
範
特
別
調
査
委
員
会
・
建
築
規
制
基

１０
盤
整
備
小
委
員
会
『
建
築
規
制
に
お
け
る
不
服
審
査
制
度
等
の
あ
り
方
・
建
築
規
制
の
基
盤
整
備
小
委
員
会
（
二
〇
〇
七
・
九
～
二
〇
〇
九
・
三
）
報

告
書
』（
二
〇
〇
九
年
三
月
）
一
二
頁
。

（
　
）　
島
田
＝
内
山
・
前
掲
注
（
３
）
三
九
頁
。

１１
（
　
）　
荒
・
前
掲
注
（
３
）
一
一
頁
。

１２
（
　
）　
荒
秀
＝
関
哲
夫
＝
矢
吹
茂
郎
『
改
訂
建
築
基
準
法
』〔
関
哲
夫
〕（
第
一
法
規
、
一
九
九
〇
年
）
六
四
四
頁
。

１３
（
　
）　
杉
山
・
前
掲
注
（
　
）
九
頁
。

１４

１０

（
　
）　
大
阪
高
判
昭
二
九
・
六
・
二
五
行
裁
例
集
五
巻
六
号
一
二
九
六
頁
、
名
古
屋
高
判
昭
三
〇
・
一
〇
・
一
七
行
裁
例
集
六
巻
一
〇
号
二
二
五
三
頁
ほ
か
。

１５

（

）
１９判
が

建
築
審
査
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る
諸
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（
　
）　
荒
・
前
掲
注
（
３
）
一
三
頁
。

１６
（
　
）　
島
田
＝
内
山
・
前
掲
注
（
３
）
四
〇
頁
は
、
建
築
基
準
法
が
除
斥
の
規
定
を
定
め
、
忌
避
の
規
定
を
定
め
て
い
な
い
こ
と
、
同
法
の
除
斥
原
因
が
民

１７
訴
法
の
そ
れ
よ
り
も
狭
い
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
民
事
訴
訟
法
三
十
七
条
二
項
（
現
二
十
四
条
二
項
）
が
定
め
る
忌
避
権
行
使
の
制

限
規
定
の
適
用
の
問
題
を
、
否
定
す
る
理
由
に
あ
げ
て
い
る
。
な
お
、
岡
山
地
判
昭
三
二
・
五
・
一
五
行
裁
例
集
八
巻
一
二
号
二
二
五
三
頁
参
照
。

（
　
）　
建
築
審
査
会
に
つ
い
て
の
広
島
市
条
例
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

１８
広
島
市
建
築
審
査
会
条
例
（
昭
和
二
七
年
四
月
一
日
　
条
例
第
三
十
三
号
）

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
八
十
三
条
の
規
定
に
基
き
、
広
島
市
建
築
審

査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。）
の
組
織
、
議
事
そ
の
他
審
査
会
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
委
員
の
定
数
）

第
二
条
　
審
査
会
の
委
員
の
定
数
は
、
七
人
と
す
る
。

（
委
員
の
勤
務
）

第
三
条
　
審
査
会
の
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
招
集
）

第
四
条
　
審
査
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

２
　
会
長
は
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
く
外
、
開
会
の
日
前
三
日
ま
で
に
会
議
の
日
時
、
場
所
及
び
付
議
す
べ
き
事
件
を
示
し
て
、
委
員
に
招

集
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
会
長
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
審
査
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
１
　
市
長
か
ら
法
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
同
意
を
求
め
ら
れ
た
と
き
。

　
２
　
法
第
九
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
裁
決
を
す
る
と
き
。

　
３
　
市
長
の
諮
問
が
あ
つ
た
と
き
。
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４
　
委
員
の
定
数
の
二
分
の
一
以
上
か
ら
、
審
査
会
に
付
議
す
る
事
件
を
示
し
て
招
集
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
。

　
５
　
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
。

　
　（
昭
三
五
条
例
三
十
五
・
昭
三
八
条
例
九
・
昭
四
八
条
例
百
五
十
三
・
昭
六
三
条
例
五
・
一
部
改
正
）

（
決
議
）

第
五
条
　
審
査
会
の
会
議
の
議
長
に
は
、
会
長
を
も
つ
て
あ
て
る
。

２
　
会
議
は
、
委
員
の
定
数
の
二
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
場
合
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
委
員
以
外
の
者
の
出
席
）

第
六
条
　
審
査
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
の
出
席
を
求
め
、
必
要
な
資
料
を
提
出
さ
せ
、
又
は
意
見
を
聞
き
、
若
し
く
は
説
明

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
議
の
公
開
原
則
及
び
秘
密
会
）

第
七
条
　
審
査
会
の
会
議
は
、
公
開
す
る
。
但
し
、
議
長
は
傍
聴
人
の
数
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
議
長
又
は
委
員
の
発
議
に
よ
り
出
席
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
議
決
し
た
と
き
は
、
秘
密
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
幹
事
及
び
書
記
）

第
八
条
　
審
査
会
に
幹
事
及
び
書
記
若
干
名
を
置
く
。

２
　
幹
事
及
び
書
記
は
、
市
長
が
命
ず
る
。

３
　
幹
事
は
、
会
長
の
命
を
う
け
て
、
庶
務
を
処
理
す
る
。

４
　
書
記
は
、
上
司
の
命
を
う
け
て
、
庶
務
に
従
事
す
る
。

（
運
営
）

第
九
条
　
前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
外
、
審
査
会
の
運
営
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
は
、
審
査
会
が
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

建
築
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こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。（
以
下
略
）

（
　
）　
五
十
嵐
敬
喜
「
建
築
審
査
会
論
」『
現
代
都
市
法
の
生
成
』（
三
省
堂
・
一
九
八
〇
年
）
二
四
三
頁
。

１９

三

建
築
審
査
会
の
権
限

　
建
築
審
査
会
の
権
限
は
、
前
記
の
と
お
り
、
①
特
定
行
政
庁
の
許
可
（
特
例
許
可
）
に
あ
た
り
必
要
と
さ
れ
る
同
意
（
法
四
十
三
条
一
項
た

だ
し
書
外
）、
②
建
築
基
準
法
令
に
係
る
特
定
行
政
庁
、
建
築
主
事
若
し
く
は
建
築
監
視
員
又
は
指
定
確
認
検
査
機
関
の
処
分
又
は
不
作
為
に

つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
（
法
九
十
四
条
一
項
）、
③
特
定
行
政
庁
の
諮
問
に
応
じ
て
建
築
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
の

調
査
審
議
（
法
七
十
八
条
一
項
）、
④
建
築
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
関
係
行
政
機
関
に
対
す
る
建
議
（
同
条
二
項
）
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
中
で
、
調
査
審
議
及
び
建
議
の
件
数
は
余
り
多
く
な
く
、
そ
の
権
限
行
使
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難 

こ
こ
で
は
、

①
特
例
許
可
の
同
意
権
、
②
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
権
に
つ
い
て
概
説
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
一
）
特
定
行
政
庁
の
許
可
（
特
例
許
可
）
に
対
す
る
同
意
権

　
特
定
行
政
庁
と
は
、
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
及
び
特
別
区
の
長
を
、
そ
の
他
の
市
町
村
で
は
都
道
府
県
知
事
を
い
う
（
法
二
条
三
十
五
号
）。

特
定
行
政
庁
は
、
建
築
基
準
法
の
規
定
に
よ
り
計
画
道
路
・
み
な
し
道
路
・
壁
面
線
の
指
定
な
ど
の
建
築
制
限
、
道
路
内
建
築
の
許
可
・
容
積

率
制
限
の
特
例
許
可
な
ど
の
建
築
制
限
の
緩
和
、
是
正
措
置
命
令
・
緊
急
停
止
命
令
な
ど
の
違
反
是
正
、
建
築
協
定
の
認
可
な
ど
各
種
の
事
項

に
関
し
て
指
定
・
認
定
権
及
び
許
可
権
等
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
指
定
・
認
定
や
許
可
（
特
例
許
可
）
の
中
に
は
建
築
制
限
を
一
定

の
場
合
に
特
定
行
政
庁
の
裁
量
的
判
断
に
よ
り
緩
和
す
る
特
例
許
可
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
指
定
・
許
可
等
を
特
定
行
政
庁
が
行
う
と

（

）
２０い
。
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き
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
法
律
上
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
同
意
制
度
の
趣
旨
は
、
特
定
行
政
庁
の
指
定
・
認
定

や
許
可
の
権
限
行
使
が
公
正
・
適
正
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
建
築
審
査
会
の
同
意
を
要
す
る
特
定
行
政
庁
の
指
定
・
認
定
や
許
可
は
、
広
範
囲
の
事
項
に
渉
っ
て
い
る
。
表
１
は
、
同
意
を
要
す
る
事
項

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

建
築
審
査
会
に
関
す
る
諸
問
題
（
一
）（
川
内
） 

五
八
五
（
　
　
　
）

一
九

表
１

建
築
審
査
会
の
同
意
を
必
要
と
す
る
事
項内

容

（
許
可
）

建
築
物
の
接
道
規
制
の
緩
和
関
係

道
路
内
の
公
益
上
必
要
な
建
築
物
等
の
擁
壁
の
建
築
・
築
造
の
特
例
許
可
関
係

壁
面
線
を
超
え
る
歩
廊
の
壁
・
柱
等
の
建
築
許
可
関
係

用
途
地
域
内
禁
止
建
築
物
の
特
例
許
可
関
係

計
画
道
路
又
は
壁
面
線
が
あ
る
場
合
の
容
積
率
制
限
の
特
例
許
可
関
係

容
積
制
限
の
限
度
超
過
関
係

建
ぺ
い
率
制
限
の
特
例
許
可
関
係

敷
地
面
積
の
最
低
限
度
の
特
例
許
可
関
係

絶
対
高
さ
制
限
の
特
例
許
可
関
係

日
影
に
よ
る
中
高
層
の
建
築
物
の
高
さ
制
限
の
特
例
許
可
関
係

特
例
容
積
率
適
用
地
区
内
の
建
築
物
の
高
さ
制
限
の
特
例
許
可
関
係

高
度
利
用
地
区
内
に
お
け
る
容
積
率
等
及
び
斜
線
制
限
の
特
例
許
可
関
係

総
合
設
計
に
係
る
建
築
物
の
容
積
率
及
び
斜
線
制
限
の
特
例
許
可
関
係

条

項

法
四
十
三
条
一
項

法
四
十
四
条
一
項

法
四
十
七
条

法
四
十
八
条
一
項
～
十
三
項

法
五
十
二
条
十
項
・
十
一
項

法
五
十
二
条
十
四
項

法
五
十
三
条
四
項
・
五
項

法
五
十
三
条
の
二
第
一
項

法
五
十
五
条
三
項

法
五
十
六
条
の
二
第
一
項
・
二
項
・
四
項

法
五
十
七
条
の
四
第
一
項

法
五
十
九
条
一
項
・
四
項

法
五
十
九
条
の
二
第
一
項



　
建
築
審
査
会
の
同
意
は
、
一
般
に
、
行
政
組
織
内
部
に
お
い
て
特
定
行
政
庁
の
権
限
行
使
の
あ
り
方
を
規
制
す
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
私
人
の

権
利
義
務
に
直
接
の
法
効
果
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
た
め
、
抗
告
訴
訟
の
対
象
と
な
る
処
分
性
が
否
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

建
築
審
査
会
の
同
意
に
不
服
が
あ
る
と
し
て
取
消
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
、
そ
の
訴
え
は
訴
訟
要
件
に
欠
け
る
と
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
判
例
も
「
建
築
審
査
会
の
同
意
は
、
特
定
行
政
庁
が
建
築
許
可
を
な
す
際
の
前
提
要
件
た
る
に
と
ど
ま
り
、
当
該
建
築
許
可
を
介
し
て
、

間
接
的
に
国
民
の
権
利
義
務
に
影
響
を
も
つ
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
で
は
法
律
上
の
効
果
と
し
て
国
民
の
権
利
義
務
に
直
接
に
は
何
ら
の
影
響

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 

五
八
六
（
　
　
　
）

二
〇

都
市
再
生
特
別
地
区
内
に
お
け
る
容
積
率
等
及
び
建
築
物
の
高
さ
の
特
例
許
可
関
係

特
定
防
災
街
区
整
備
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
敷
地
面
積
等
の
特
例
許
可
関
係

景
観
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
高
さ
・
敷
地
面
積
等
の
特
例
許
可
関
係

再
開
発
等
促
進
区
域
内
に
お
け
る
容
積
率
等
及
び
建
築
物
の
高
さ
の
特
例
許
可
関
係

高
度
利
用
等
を
図
る
地
区
計
画
等
の
区
域
内
に
お
け
る
容
積
率
等
の
特
例
許
可
関
係

指
定
予
定
道
路
幅
員
を
前
面
道
路
の
幅
員
と
す
る
許
可
関
係

一
の
敷
地
と
み
な
す
こ
と
等
に
よ
る
外
壁
・
道
路
等
の
特
例
許
可
関
係

公
告
認
定
対
象
区
域
内
に
お
け
る
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
建
築
物
の
位
置
等
の
特
例
許
可
関
係

（
認
定
）

文
化
財
等
と
し
て
認
定
さ
れ
た
建
築
物
の
原
形
を
再
現
す
る
建
築
物
の
認
定
関
係

（
指
定
）

文
化
財
等
の
保
存
建
築
物
の
指
定
関
係

幅
員
一
・
八
メ
ー
ト
ル
未
満
の
み
な
し
道
路
又
は
別
段
の
水
平
距
離
の
指
定
関
係

壁
面
線
指
定
関
係

地
区
計
画
等
の
区
域
内
に
お
け
る
予
定
道
路
の
指
定
関
係

法
六
十
条
の
二
第
一
項

法
六
十
七
条
の
二
第
三
項
・
五
項
・
九
項

法
六
十
八
条
一
項
・
二
項
・
三
項

法
六
十
八
条
の
三
第
四
項

法
六
十
八
条
の
五
の
三
第
二
項

法
六
十
八
条
の
七
第
五
項

法
八
十
六
条
二
項
三
項
・
四
項

法
八
十
六
条
の
二
第
二
項
・
三
項

法
三
条
一
項
四
号

法
三
条
一
項

法
四
十
二
条
二
項
・
三
項

法
四
十
六
条
一
項

法
六
十
八
条
の
七
第
一
項



を
も
及
ぼ
す
も
の
で
は
な 

と
判
示
し
、
処
分
性
を
否
定
し
て
い
る
。

　
建
築
審
査
会
の
同
意
を
め
ぐ
る
そ
の
他
の
問
題
に
、
①
同
意
の
な
い
処
分
の
効
力
、
②
不
許
可
処
分
へ
の
同
意
の
要
否
が
あ
る
。

　
同
意
の
な
い
処
分
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
建
築
審
査
会
の
同
意
を
要
件
と
す
る
趣
旨
が
、
特
定
行
政
庁
の
処
分
の
公
正
さ
・
適
正
さ
を
保
障

す
る
た
め
に
、
履
践
す
べ
き
重
要
な
手
続
の
一
つ
と
し
て
法
律
が
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
そ
の
瑕
疵
は
重
大
か
つ
明
白
な
も

の
と
し
て
、
無
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
不
許
可
処
分
へ
の
同
意
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
特
例
許
可
等
の
可
否
が
本
来
特
定
行
政
庁
の
専
権
事
項
で
あ
り
、
建
築
審
査
会
の
同
意
は
特

定
行
政
庁
が
特
に
必
要
が
あ
っ
て
許
可
す
る
際
の
要
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
不
許
可
処
分
に
対
す
る
同
意
は
不
要
と
考
え
ら
れ
る
。

　
建
築
審
査
会
の
同
意
件
数
は
、
全
国
で
年
間
一
万
件
を
超
え
る
と
さ
れ
る
が
、
一
割
の
自
治
体
に
お
い
て
は
年
間
一
〇
〇
件
以
上
で
あ
る
の

に
対
し
、
三
割
の
自
治
体
で
は
年
間
一
〇
件
以
下
と
な
っ
て
お
り
、
自
治
体
間
で
の
件
数
の
多
寡
の
差
が
著
し
い
。
そ
の
内
訳
を
み
る
と
、
約

九
割
が
接
道
義
務
の
特
例
許
可
（
法
四
十
三
条
一
項
た
だ
し
書
）
に
対
す
る
も
の
で
、
し
か
も
そ
の
約
八
割
は
一
括
同
意
基
準
に
基
づ
き
定
型

的
に
同
意
が
な
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
用
途
許
可
、
日
影
許
可
、
総
合
設
計
制
度
の
特
例
許
可
等
で
は
、
個
別
の
審
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
案

件
に
よ
っ
て
は
事
前
協
議
や
現
地
視
察
に
よ
る
審
査
が
行
わ
れ
て
い 

　
接
道
義
務
の
特
例
許
可
は
、
道
路
内
建
築
制
限
の
特
例
（
法
四
十
四
条
一
項
二
号
）
及
び
建
ぺ
い
率
制
限
の
特
例
（
法
五
十
三
条
四
項
・
五

項
三
号
）
と
と
も
に
、
建
築
確
認
検
査
事
務
が
民
間
の
指
定
確
認
検
査
機
関
に
開
放
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
従
来
建
築
確
認
の
際
に
建
築
主
事

に
よ
り
判
断
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
特
定
行
政
庁
の
許
可
に
変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
変
更
の
趣
旨
は
、
民
間
機
関
も
実
施
す
る
建
築
確
認

検
査
事
務
は
技
術
的
な
基
準
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
可
能
な
も
の
に
限
定
し
、
一
定
の
裁
量
を
伴
う
審
査
・
判
断
を
必
要
と
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
そ
の
判
断
の
公
平
性
・
客
観
性
を
担
保
す
る
た
め
、
特
定
行
政
庁
が
一
義
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

（

）
２１い
。」

（

）
２２る
。

建
築
審
査
会
に
関
す
る
諸
問
題
（
一
）（
川
内
） 

五
八
七
（
　
　
　
）

二
一



　
な
お
、
一
般
に
特
例
許
可
へ
の
同
意
に
つ
い
て
、
特
定
行
政
庁
が
、
許
可
取
扱
基
準
と
し
て
、
許
可
に
際
し
て
基
本
的
な
考
え
方
と
な
る

「
判
断
基
準
」、
判
断
基
準
に
基
づ
き
建
築
審
査
会
に
提
案
す
る
「
提
案
基
準
」、
あ
ら
か
じ
め
建
築
審
査
会
の
議
決
を
得
て
お
き
、
こ
れ
に
該

当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
同
意
が
あ
っ
た
と
み
な
す
「
一
括
同
意
基
準
」
を
規
定
す
る
例
が
多
い
。
一
括
同
意
基
準
に
よ
る
運
用
に
つ
い
て
は
、

「
地
方
自
治
体
内
で
一
律
的
運
用
が
な
さ
れ
て
お
り
、
地
区
毎
の
歴
史
的
な
市
街
地
形
成
経
緯
の
特
性
・
相
違
を
勘
案
す
る
と
適
切
で
な
い
可

能
性
が
あ
る
。」
な
ど
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い 

ま
た
、
こ
の
一
括
同
意
基
準
の
適
法
性
も
問
題
と
な
る
が
、
判
例
で
は
、
こ
の
一
括

同
意
基
準
が
建
築
基
準
法
及
び
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
条
項
に
適
合
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
に
基
づ
く
建
築
審
査
会
の
接
道
義
務
を
免

除
す
る
許
可
は
適
法
で
あ
る
と
判
示
す
る
も
の
が
み
ら
れ 

（
二
）
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
権

　
特
例
許
可
の
同
意
権
の
ほ
か
、
建
築
審
査
会
は
、
審
査
庁
と
し
て
特
定
行
政
庁
、
建
築
主
事
等
の
処
分
又
は
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求

を
審
査
し
、
裁
決
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
（
法
七
十
八
条
一
項
、
九
十
四
条
一
項
）。
こ
の
裁
決
権
は
、
簡
易
迅
速
な
国
民
の
権
利
利
益
の

救
済
及
び
行
政
の
適
正
な
運
営
の
確
保
を
目
的
に
、
行
政
不
服
審
査
法
に
準
拠
し
た
争
訟
手
続
に
よ
り
不
服
申
立
て
を
審
理
し
、
公
開
口
頭
審

査
を
経
た
後
に
、
裁
決
を
行
う
こ
と
に
よ
り
紛
争
を
解
決
す
る
権
限
で
あ
る
。

　
建
築
審
査
会
に
審
査
請
求
を
提
起
で
き
る
対
象
は
、
建
築
基
準
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
特
定
行
政

庁
（
法
二
条
三
十
五
号
）、
建
築
主
事
（
法
四
条
一
項
）、
建
築
監
視
員
（
法
九
条
の
二
）
又
は
指
定
確
認
検
査
機
関
（
法
七
十
七
条
の
十
八
）

が
行
う
処
分
又
は
こ
れ
に
係
る
不
作
為
で
あ
る
（
法
九
十
四
条
一
項
）。
審
査
請
求
の
対
象
と
な
る
特
定
行
政
庁
の
処
分
に
は
、
違
反
建
築
物

に
対
す
る
是
正
に
係
る
命
令
（
法
九
条
一
項
・
七
項
・
九
項
）、
道
路
位
置
指
定
（
法
四
十
二
条
）、
道
路
内
建
築
の
許
可
（
法
四
十
四
条
一
項
）、

（

）
２３る
。

（

）
２４る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 

五
八
八
（
　
　
　
）

二
二



容
積
率
制
限
緩
和
の
許
可
（
法
五
十
二
条
）、
日
影
制
限
緩
和
の
許
可
（
法
五
十
六
条
の
二
）、
総
合
設
計
に
よ
る
容
積
率
又
は
斜
線
制
限
の
緩

和
の
許
可
（
法
五
十
九
条
の
二
）、
建
築
協
定
の
認
可
（
法
七
十
三
条
）
な
ど
が
あ
る
。
建
築
主
事
の
処
分
に
は
、
建
築
確
認
（
法
六
条
）、
工

事
完
了
検
査
（
法
七
条
）、
中
間
検
査
（
法
七
条
の
三
）、
仮
使
用
の
承
認
（
法
七
条
の
六
第
一
項
）
な
ど
が
あ
る
。
建
築
監
視
員
の
処
分
に
は
、

違
反
建
築
物
の
使
用
禁
止
等
の
仮
命
令
及
び
緊
急
工
事
停
止
命
令
（
法
九
条
の
二
、
九
条
七
項
・
十
項
）
が
、
指
定
確
認
検
査
機
関
の
処
分
に

は
、
建
築
確
認
（
法
六
条
の
二
）、
完
了
検
査
（
法
七
条
の
二
）、
中
間
検
査
（
法
七
条
の
四
）
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
審
査
請
求
の
手
続
及
び
そ
の
実
態
に
つ
い
て
み
る
。

　
審
査
請
求
手
続
の
概
略
を
示
す
と
、
審
査
請
求
期
間
は
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
〇
日
以
内
と
さ
れ
、
処

分
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
処
分
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
と
き
は
審
査
請
求
期
間
を
徒
過
し
た
も

の
と
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
行
政
不
服
審
査
法
十
四
条
）。
し
か
し
、
処
分
申
請
者
が
拒
否
処
分
を
受
け
た
場
合
は
、
こ

の
期
間
の
遵
守
が
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
周
辺
住
民
な
ど
そ
の
他
の
者
が
審
査
請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
こ
の
期
間
制
限
は
あ
ま
り
に
短
す
ぎ

る
と
い
え
る
。
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
の
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
で
出
訴
期
間
が
六
ヵ
月
に
延
長
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
審
査
請
求
期
間

も
こ
れ
と
同
程
度
に
延
長
す
べ
き
で
あ
ろ 

　
審
査
請
求
の
審
理
は
、
審
査
請
求
人
に
よ
り
審
査
請
求
書
が
提
出
さ
れ
建
築
審
査
会
が
受
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
審
査
請
求

に
対
し
、
処
分
庁
に
よ
る
弁
明
書
と
請
求
人
に
よ
る
反
論
書
の
交
換
、
必
要
的
公
開
口
頭
審
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
建
築
審
査
会
は
、
却
下
、

認
容
又
は
棄
却
の
い
ず
れ
か
の
裁
決
を
、
あ
る
い
は
、
事
情
裁
決
、
処
分
が
違
法
・
不
当
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
が
、
請
求
自
体
は
棄
却
す

る
裁
決
（
行
政
不
服
審
査
法
四
十
条
六
項
）
を
下
す
こ
と
に
な
る
。

　
裁
決
は
、
請
求
人
の
迅
速
な
救
済
を
図
る
と
の
意
図
か
ら
一
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
法
九
十
四
条
二
項
）。

（

）
２５う
。

建
築
審
査
会
に
関
す
る
諸
問
題
（
一
）（
川
内
） 

五
八
九
（
　
　
　
）

二
三



し
か
し
、
建
築
審
査
会
の
体
制
や
審
理
手
続
の
実
情
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
期
間
の
遵
守
は
、
明
白
に
不
適
法
な
審
査
請
求
を
却
下
す
る
案
件

以
外
は
、
事
実
上
不
可
能
と
い
え
る
。
一
般
に
、
こ
の
規
定
は
訓
示
規
定
と
解
さ
れ
て
お
り
、
期
間
を
徒
過
し
た
裁
決
も
有
効
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
適
切
な
期
間
の
設
定
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
建
築
審
査
会
の
裁
決
に
対
し
不
服
が
あ
る
者
は
、
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
〇
日
以
内
に
国
土
交
通
大
臣

に
再
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
で
き
る
（
法
九
十
五
条
、
行
政
不
服
審
査
法
五
十
三
条
）。
た
だ
、
再
審
査
請
求
制
度
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
九

（
平
成
二
一
）
年
一
〇
月
に
全
国
建
築
審
査
会
協
議
会
が
「
建
築
行
政
が
自
治
事
務
と
な
っ
た
今
日
、
国
で
は
個
別
案
件
に
係
る
地
域
で
の
実

態
把
握
が
難
し
い
こ
と
、
都
市
計
画
法
の
開
発
許
可
制
度
で
は
平
成
一
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
に
既
に
再
審
査
請
求
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
行
政
訴
訟
の
道
も
あ
る
こ
と
等
を
鑑
み
て
、
地
方
に
お
け
る
主
体
的
な
判
断
に
任
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
地
方
分
権
を
尊
重
し
、
廃
止

の
方
向
で
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。」
旨
の
建
議
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
て
い
る
。
再
審
査
請
求
制
度
は
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

　
審
査
請
求
人
の
請
求
が
認
容
さ
れ
な
い
と
き
は
、
行
政
事
件
訴
訟
を
提
起
し
て
争
う
こ
と
に
な
る
。
審
査
請
求
と
取
消
訴
訟
と
の
関
係
は
、

原
則
と
し
て
自
由
選
択
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
例
外
と
し
て
個
々
の
法
律
に
よ
っ
て
審
査
請
求
前
置
主
義
が
と
ら
れ
る
こ
と

を
妨
げ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
行
政
事
件
訴
訟
法
八
条
）。
建
築
基
準
法
は
特
定
行
政
庁
、
建
築
主
事
、
指
定
確
認
検
査
機
関
等
の
処
分
に
つ

い
て
、
建
築
審
査
会
よ
る
審
査
請
求
前
置
主
義
を
と
る
（
法
九
十
五
条
）。
そ
の
理
由
は
、
建
築
審
査
会
が
専
門
的
な
第
三
者
機
関
で
、
訴
訟

前
に
そ
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
訴
訟
経
済
に
適
う
こ
と
、
建
築
基
準
法
上
の
処
分
は
専
門
技
術
的
な
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ 

　
次
に
、
審
査
請
求
の
実
態
を
み 

　
表 

、
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
度
か
ら
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
度
ま
で
の
全
国
の
建
築
審
査
会
に
お
け
る
審
査
請
求
受
理
件
数
、

処
理
件
数
、
裁
決
結
果
及
び
建
築
確
認
件
数
等
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（

）
２６る
。

（

）
２７る
。

（

）
２８２
は ＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 

五
九
〇
（
　
　
　
）

二
四



　
ま
ず
、
審
査
請
求
受
理
件
数
は
、
こ
の
一
二
年
間
で
一
、二
五
六
件
、
年
平
均
約
一
〇
四
・
七
件
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
度

の
一
五
〇
件
が
最
も
多
く
、
そ
の
後
は
一
二
〇
件
台
か
ら
八
〇
件
台
で
推
移
し
て
い
る
。

　
建
築
審
査
会
の
裁
決
件
数
は
、
こ
の
間
、
一
、一
一
四
件
で
、
年
平
均
約
九
二
・
八
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
推
移
は
、
二
〇
〇
〇
（
平
成

一
二
）
年
度
か
ら
二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
度
が
七
〇
件
前
後
で
あ
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
度
以
降
は
二
〇
〇
五
（
平
成

一
七
）
年
度
を
除
き
一
〇
〇
件
を
超
え
る
増
加
を
示
し
た
後
、
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
度
は
九
一
件
に
減
少
し
、
そ
の
後
は
二
〇
〇
九

（
平
成
二
一
）
年
度
八
六
件
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
度
九
三
件
、
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
度
八
四
件
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
内
訳
は
、
認
容
裁
決
が
六
六
件
で
裁
決
件
数
全
体
の
約
五
・
九
％
、
一
部
認
容
を
含
め
た
認
容
裁
決
は
七
一
件
で
全
体
の
約
六
・
四
％

で
あ
る
。
認
容
裁
決
の
多
く
は
東
京
都
下
の
建
築
審
査
会
で
裁
決
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
棄
却
裁
決
は
五
七
七
件
で
全
体
の
約
五
一
・

八
％
、
一
部
棄
却
を
含
め
た
棄
却
裁
決
は
六
四
〇
件
で
全
体
の
約
五
七
・
五
％
、
却
下
裁
決
は
四
〇
三
件
で
全
体
の
約
三
六
・
二
％
と
な
っ
て

い
る
。
一
部
棄
却
を
含
む
棄
却
裁
決
と
却
下
裁
決
の
合
計
は
一
、〇
四
三
件
で
約
九
三
・
六
％
に
上
る
。
地
方
自
治
体
の
不
服
申
立
て
の
裁
決

結
果
と
比
較
す
る
と
、
却
下
の
裁
決
割
合
が
非
常
に
高
い
特
徴
が
み
ら
れ 

　
表
３
は
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
度
か
ら
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
度
の
審
査
請
求
の
処
理
状
況
を
内
容
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
特
定
行
政
庁
の
処
分
に
対
し
て
は
、「
許
可
・
認
定
の
取
消
」
が
四
一
件
で
全
処
理
件
数
六
五
九
件
中
の
約
六
・
二
％
、「
違
反
建
築
物
に
対

す
る
措
置
要
求
」
が
二
九
件
で
全
体
の
約
四
・
四
％
、「
二
項
道
路
指
定
の
取
消
」
が
二
一
件
で
約
三
・
二
％
、「
違
反
建
築
物
に
対
す
る
措
置

命
令
の
取
消
」
が
一
八
件
で
約
二
・
七
％
と
続
く
。
一
方
、
建
築
主
事
及
び
指
定
確
認
検
査
機
関
の
処
分
に
対
し
て
は
、「
建
築
確
認
の
取
消
」

が
四
二
〇
件
で
処
理
件
数
全
体
の
約
六
三
・
七
％
で
あ
り
、
建
築
主
事
及
び
指
定
確
認
検
査
機
関
の
処
理
件
数
で
は
約
九
割
を
占
め
る
。
次
は
、

「
不
適
合
通
知
の
取
消
」
の
二
四
件
で
全
体
の
約
三
・
六
％
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
民
間
確
認
検
査
機
関
に
対
す
る
審
査
請
求

（

）
２９る
。

建
築
審
査
会
に
関
す
る
諸
問
題
（
一
）（
川
内
） 

五
九
一
（
　
　
　
）

二
五



＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 

五
九
二
（
　
　
　
）

二
六

表２　全国の建築審査会における審査請求事件（２０００年度～２０１１年度）

割
合
（
％
）

建
築
確
認
件
数
（
万
件
）

行
政
訴
訟

再
審
査
請
求

内　　　　　　　訳

処
理
件
数

割
合
（
％
）

受
理
件
数

継
続
審
査

裁　　　決
取
り
下
げ

却

下

一
部
却
下

一
部
棄
却

棄

却

一
部
却
下

一
部
認
容

認

容

 ０　４ １ １１ １　９０ ２ １─（２９．１） ２５特定行政庁

二
〇
〇
〇
年
度

（９０．２）７４ １　６ ４ １８ ３ ３２０ １ ３─（７０．９） ６１建 築 主 事

 （９．８） ８ ０─民間確認機関

 １ １０ ５
７７（１００）

 ４
─（１００） ８６合　計

（割合） （１００）８２ ２９ ４ ４１０ ３

（３７．７）（５．２）（５３．２）（０．０）（３．９）

 ４　３ ５　９ １ １２０ ０ ６ ３３（３４．５） ３０特定行政庁

二
〇
〇
一
年
度

（７８．７）５９ ２　５１６　６ １ ２５０ ２１４ ６４（５４．０） ４７建 築 主 事

（２１．３）１６ １　２ １　１ ０　９０ ０ １ １２（１１．５） １０民間確認機関

 ７ １０２２
６６（１００）

２１１０９
（１００） ８７合　計

（割合） （１００）７５ １６ ２ ４６０ ２

６．４９．２２０．２（２４．２）（３．０）（６９．７）（０．０）（３．０）１９．３１００

 ２　２ ２　６ ３ １１０ ０ ２ ２４（２２．７） １７特定行政庁

二
〇
〇
二
年
度

（６７．１）４９ ５　６ ８ １４ ２ １５０ １ ９ ４９（４２．７） ３２建 築 主 事

（３２．９）２４ ０　２１１　６ １ １１０ １ １ ３１（３４．７） ２６民間確認機関

 ７ １０２１
７１（１００）

１２１０４
（１００） ７５合　計

（割合） （１００）７３ ２６ ６ ３７０ ２

６．７９．６２０．２（３６．６）（８．５）（５２．１）（０．０）（２．８）１１．５１００

 ５ １１ ７ １３ ０ １３０ １ ２ ３６（２３．４） ２９特定行政庁

二
〇
〇
三
年
度

（５４．７）４１ １　５ ９ １４ ０ １４０ ３ ２ ４２（３０．６） ３８建 築 主 事

（４５．３）３４ ３ １８１４ １３ ２ ２８０ ２１０ ６９（４６．０） ５７民間確認機関

 ９ ３４３０
１０３（１００）

１４１４７
（１００）１２４合　計

（割合） （１００）７５ ４０ ２ ５５０ ６

６．１２３．１２０．４（３８．８）（１．９）（５３．４）（０．０）（５．８）９．５１００

 ５　９ ４ ３７ １ １４０ ０ ５ ６１（４０．５） ４７特定行政庁

二
〇
〇
四
年
度

（４４．０）３３ ２　６ ２ １５１３　７１ １ ９ ４８（２９．３） ３４建 築 主 事

（５６．０）４２ １ １２１６ １０ ２ １９０ ２ ３ ５２（３０．２） ３５民間確認機関

 ８ ２７２２
１２２（１００）

１７１６１
（１００）１１６合　計

（割合） （１００）７５ ６２１６ ４０１ ３

５．０１６．８１３．７（５０．８）（１３．１）（３２．８）（０．８）（２．５）１０．６１００

 ２ １２ ４ １９ ０ ２１０ ０ ６ ５０（３０．７） ４６特定行政庁

二
〇
〇
五
年
度

（３５．１）２６ ２　２ ８　５ １　３０ ０ ４ ２１（１２．７） １９建 築 主 事

（６４．９）４８ １ １１３１ １６ １ ２３０ ７ ９ ８７（５７．３） ８６民間確認機関

 ５ ２５４３
９５（１００）

１９１５７
（１００）１５０合　計

（割合） （１００）７４ ４０ ２ ４６０ ７

３．２１５．９２７．４（４２．１）（２．１）（４８．４）（０．０）（７．４）１２．１１００
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 ４　３ ９　７ １ １２０ ０ ２ ３１（２１．６） ２７特定行政庁

二
〇
〇
六
年
度

（３２．９）２４ ８ １０１５　４ ０ ２００ ２ １ ４２（２８．８） ３６建 築 主 事

（６７．１）４９ ３ ２０２３ １３ １ ４００ ９ ６ ９２（４９．６） ６２民間確認機関

１５ ３３４７
１０９（１００）

 ９１６５
（１００）１２５合　計

（割合） （１００）７３ ２４ ２ ７２０１１

９．１２０．０２８．５（２２．０）（１．８）（６６．１）（０．０）（１０．１）５．５１００

 １　９２０ １０ ２ １４０ １ １ ４８（３３．３） ３９特定行政庁

二
〇
〇
七
年
度

（３１．７）２０ ３　８ ７　４ １ １８０ ５ ０ ３５（１７．９） ２１建 築 主 事

（６８．３）４３ ４ １５ ９ １１ ４ ４００ ７ ５ ７６（４８．７） ５７民間確認機関

 ８ ３２３６
１１７（１００）

 ６１５９
（１００）１１７合　計

（割合） （１００）６３ ２５ ７ ７２０１３

５．０２０．１２２．６（２１．４）（６．０）（６１．５）（０．０）（１１．１）３．８１００

 ２　９ ７ １２ １ １２０ １ １ ３４（２１．４） ２１特定行政庁

二
〇
〇
八
年
度

（２８．８）１７ ２　５ ７ １０ １ １１０ １ ２ ３２（２５．５） ２５建 築 主 事

（７１．２）４２ ３ １５２１　８ ４ ２７０ ３ ３ ６６（５３．１） ５２民間確認機関

 ７ ２９３５
９１（１００）

 ６１３２
（１００） ９８合　計

（割合） （１００）５９ ３０ ６ ５００ ５

５．３２２．０２６．５（３３．０）（６．６）（５４．９）（０．０）（５．５）４．５１００

 １　６１０ １０ ２　９０ ０ １ ３２（２７．５） ２５特定行政庁

二
〇
〇
九
年
度

（２４．１）１３ ０　５ １　７ ０　９０ ２ ２ ２１（１８．７） １７建 築 主 事

（７５．９）４１ ５　８１８ １３ ７ ２１２ ４ ４ ６８（５３．８） ４９民間確認機関

 ６ １９２９
８６（１００）

 ７１２１
（１００） ９１合　計

（割合） （１００）５４ ３０ ９ ３９２ ６

５．０１５．７２４．０（３４．９）（１０．５）（４５．３）（２．３）（７．０）５．８１００

 ２　５ ７ １６ １　７０ ０ ５ ３６（２４．３） ２５特定行政庁

二
〇
一
〇
年
度

（１９．３）１１ ０　４ ３　９ １　４０ ０ ０ １７（１５．５） １６建 築 主 事

（８０．７）４６ ７ １６１５ １４ ４ ２９１ ７ ６ ７６（６０．２） ６２民間確認機関

 ９ ２５２５
９３（１００）

１１１２９
（１００）１０３合　計

（割合） （１００）５７ ３９ ６ ４０１ ７

７．０１９．４１９．４（４１．９）（６．５）（４３．０）（１．１）（７．５）８．５１００

 ７　７ ８ １８ ０　５０ ０ ２ ３３（２８．６） ２４特定行政庁

二
〇
一
一
年
度

（１８．２）１０ ０　９ ２　７ ０　５０ ０ １ １５（１３．１） １１建 築 主 事

（８１．８）４５ ４　９１７ １７ １ ２９１ １ ４ ７０（５８．３） ４９民間確認機関

１１ ２５２７
８４（１００）

 ７１１８
（１００） ８４合　計

（割合） （１００）５５ ４２ １ ３９１ １

９．３２１．２２２．９（５０．０）（１．２）（４６．４）（１．２）（１．２）５．９１００

─
９３２７９

─

１，１１４

─１，２５６総　　　計 ４０３６３５７７５６６

──（３６．２）（５．７）（５１．８）（０．４）（５．９）

（出典）加藤仁美・岩井悠希「建築審査会における審査請求案件の審理・裁決の実態」『日本建築学会計
画系論文集』（７６巻６６２号７９９頁）の表１（８００頁）を基本に、各年度全国建築審査会長会議資料に
基づき作成。

（注）１．処理件数は前年度からの継続審査を含んだ件数とし、１件の審査請求で複数の処分に対する
不服が申立てられている場合又は１件の審査請求で処分庁が複数にまたがるものは複数件数と
している。
２．裁決日が各年４月１日以降のものについては、継続審査としている。



＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 

五
九
四
（
　
　
　
）

二
八

表３　全国建築審査請求内容別処理状況（２００７年度～２０１１年度）

計２０１１年度２０１０年度２００９年度２００８年度２００７年度

（特定行政庁の処分）
４１１２　３　９　８　９・許可・認定の取消
　３　１　１　１・不許可の取消

１８　３　２　５　４　４・違反建築物に対す
る措置命令の取消

２９　８１０　２　４　５・違反建築物に対す
る措置要求

１１　１　１　２　７・道路位置指定の取
消又は無効確認
・道路位置指定の拒
否の取消又は無効
確認

　４　１　１　１　１・位置指定道路廃止
の取消

２１　３　５　３　２　８・二項道路指定の取
消

５６　５１３１０１５１３・その他

１８３３３３６３２３４４８計

（建築主事及び指定確
認検査機関の処分）

　２　１　１
・確認申請に係る不
作為又は受理拒否
に関する請求

４２０（３４３）７４（６６）８５（７３）７５（６５）８６（６３）１００（７６）・確認の取消

　１　１・計画通知に係る適
合通知の取消

２４（２）　２　８（１）　５（１）　９・不適合通知の取消

１９（８）　６（４）　３（１）　５（２）　４（１）　１・検査済証交付処分
の取消

１０（３）　２　５（２）　３（１）・その他

４７６（３５６）８５（７０）９３（７６）８９（６８）９８（６６）１１１（７６）計

６５９１１８１２９１２１１３２１５９総　　　計

（出典）各年度全国建築審査会長会議（第５５回～第５９回）配布資料より作成。
（注）１　処理件数は前年度からの継続審査を含む件数である。

２　１件の審査請求で複数の処分に対する不服が申立てられている場合
又は１件の審査請求で処分庁が複数にまたがるものは複数件数とした。
３　（　）内は指定確認検査機関



件
数
、
特
に
「
建
築
確
認
の
取
消
」
の
請
求
件
数
が
多
く
、

毎
年
七
〇
件
前
後
、
こ
の
五
年
間
で
三
四
三
件
で
あ
っ
て
、

全
体
の
五
割
を
超
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
審
査
請
求
内
容
は
、
近
隣
住
民
に
よ
る

建
築
主
事
及
び
指
定
確
認
検
査
機
関
の
「
建
築
確
認
処
分

の
取
消
」
請
求
が
圧
倒
的
に
多
く
、
次
い
で
、
特
定
行
政

庁
の
「
許
可
・
認
定
処
分
の
取
消
」
が
六
％
強
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
対
象
建
築
物
の
用
途
地
域
は
、
住
居
系
用

途
地
域
が
約
七
割
で
請
求
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
、
建
築
用

途
は
「
共
同
住
宅
・
長
屋
」
が
約
五
割
、
次
い
で
「
専
用

住
宅
」
が
約
二
割
と
な
っ
て
い
る
。

　
全
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
審
査
請
求
内
容
は
、
住
居
系

用
途
地
域
に
お
け
る
共
同
住
宅
等
に
対
す
る
確
認
処
分
の

取
消
し
を
近
隣
住
民
が
求
め
る
案
件
が
多
い
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。

　
次
に
、
建
築
確
認
件
数
を
み
る
と
、
二
〇
〇
〇
（
平
成

一
二
）
年
度
か
ら
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
度
は
、
七

建
築
審
査
会
に
関
す
る
諸
問
題
（
一
）（
川
内
） 

五
九
五
（
　
　
　
）

二
九

表４　類型別指定確認検査機関数の推移
（各年４月１日時点）

２０１１２０１０２００９２００８２００７２００６２００５２００４２００３
１２４１２５１２３１２６１２７１２２１１３９６９２所管別
２１２１１９１７１６１７１４１３１３本省
３５３５３４３５３７３４３０１５１０地方整備局
６８６９７０７４７４７１６９６８６９都道府県
１２４１２５１２３１２６１２７１２２１１３９６９２法人類型別
３５４３４３４３４３４３４４４３４３財団法人
１００００００００公益財団法人
２２２２２２２２１社団法人
７５７５７３７３７３６６５５４２４０株式会社
３３３５５７８７６有限会社
００１１１１１００有限責任中間法人
１１０００００００一般社団法人
６００００００００一般財団法人
１１１１２２２１１非営利法人
０００１１１１１１学校法人

（出典）国土交通省住宅局『第５８回全国建築審査会長会議─建築行政の近況報
告』（２０１１年）１１６頁。



〇
万
件
を
上
回
っ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
七
（
平
成

一
九
）
年
度
以
降
は
、
六
〇
万
件
前
後
で
推
移
し

て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
指
定
確
認
検
査
機

関
に
よ
る
建
築
確
認
件
数
で
、
二
〇
〇
四
（
平
成

一
六
）
年
度
に
建
築
主
事
に
よ
る
建
築
確
認
件
数

を
上
回
り
、
そ
の
後
も
年
々
そ
の
割
合
を
高
め
、

二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
度
及
び
二
〇
一
一

（
平
成
二
三
）
年
度
に
は
全
体
の
八
割
を
超
え
る

に
至
っ
て
い
る
。
指
定
確
認
検
査
機
関
に
対
す
る

審
査
請
求
の
増
加
の
背
景
と
し
て
、
指
定
確
認
検

査
機
関
に
よ
る
建
築
確
認
件
数
の
増
加
が
指
摘
で

き
る
。

　
そ
こ
で
、
指
定
確
認
検
査
機
関
数
を
み
る
と
、

建
築
確
認
が
民
間
に
開
放
さ
れ
た
直
後
の
二
〇
〇

〇
（
平
成
一
二
）
年
が
二
七
機
関
、
二
〇
〇
一

（
平
成
一
三
）
年
が
五
七
機
関
、
二
〇
〇
二
（
平

成
一
四
）
年
が
七
七
機
関
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
三

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 

五
九
六
（
　
　
　
）

三
〇

表５　建築審査会裁決の認容事例（２００７年度～２０１１年度）

計２０１１
年度

２０１０ 
年度

２００９
年度

２００８
年度

２００７
年度

 ６５９１１８１２９１２１１３２１５９（処理件数）

 ３２（２２）　１（１）　７（７）　６（４）　５（３）１３（７）認容裁決

　４（４）　１（１）　１（１）　２（２）一部認容裁決

（処分内容）
（特定行政庁）

　１　１　・不許可の取消
　１　１　・その他

（建築主事・指定確
認検査機関）

　１　１

　・確認申請に係
る不作為又は
受理拒否に関
する請求

 ２７（２４）　２（＊１）（２）　７（＊１）（７）　５（＊２）（５）　４（３）　９（７）　・確認の取消

　５（１）　３（１）　２　・不適合通知の
取消

　１（１）　１（１）　・検査済証交付
処分の取消

（出典）　各年度全国建築審査会長会議（第５５回～第５９回）配布資料により作成。
（注）１　処理件数は前年度からの継続審査を含む件数である。

２　１件の審査請求で複数の処分に対する不服が申立てられている場合又は１件の
審査請求で処分庁が複数にまたがるものは複数件数とした。

３　（＊）内は一部認容件数を、（）内は指定確認検査機関件数を示す。



（
平
成
一
五
）
年
以
降
の
指
定
確
認
検
査
機
関
数
を
類
型
別
に
示
し
た
も
の
が
表
４
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年

に
一
〇
〇
機
関
を
超
え
、
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
四
月
時
点
で
一
二
四
機
関
と
な
っ
て
い
る
。

　
表
５
は
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
度
か
ら
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
度
の
裁
決
中
に
お
け
る
認
容
事
例
の
内
容
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
五
年
間
の
請
求
処
理
件
数
六
五
九
件
中
、
認
容
裁
決
が
三
二
件
で
全
体
の
約
四
・
九
％
、
一
部
認
容
裁
決
が
四
件
で
約
〇
・
六
％
、

認
容
裁
決
と
一
部
認
容
裁
決
の
合
計
が
三
六
件
で
約
五
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
指
定
確
認
検
査
機
関
の
処
分
に
対
す
る
認
容
裁
決
（
一

部
認
容
を
含
む
）
が
二
六
件
と
認
容
裁
決
全
体
の
約
七
二
・
二
％
を
、
ま
た
指
定
確
認
検
査
機
関
の
建
築
確
認
の
取
消
請
求
に
対
す
る
認
容
裁

決
（
一
部
認
容
を
含
む
）
が
二
四
件
と
全
体
の
約
六
六
・
七
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
近
年
は
審
査
請
求
件
数
が
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
の
中
で
住
居
系
用
途
地
域
に
お
け
る
共
同
住
宅
等
に
対
す
る
確
認

処
分
取
消
し
を
求
め
た
請
求
が
多
く
み
ら
れ
る
。
裁
決
結
果
を
み
る
と
、
一
部
認
容
を
含
む
認
容
裁
決
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。
た
だ
、
認
容

裁
決
は
、
指
定
確
認
検
査
機
関
に
よ
る
建
築
確
認
に
対
す
る
審
査
請
求
に
係
る
裁
決
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
規
制
緩

和
と
地
方
分
権
が
推
進
さ
れ
る
中
、
建
築
基
準
法
に
お
い
て
具
体
的
な
規
制
方
法
を
条
例
に
委
任
す
る
条
項
が
拡
大
し
た
結
果
、
自
治
体
に
よ
っ

て
異
な
る
規
制
が
多
数
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
全
国
的
な
民
間
指
定
確
認
検
査
機
関
が
そ
れ
ら
に
十
分
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
審
査
請
求
制
度
は
民
間
指
定
確
認
検
査
機
関
に
対
す
る
準
司
法
的
な
判
断
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
の
指
摘
も

み
ら
れ 

　
以
下
で
は
、
審
査
請
求
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
を
検
討
す
る
。

（
　
）　
杉
山
・
前
掲
注
（
　
）
一
〇
頁
は
、「
調
査
審
議
機
能
と
し
て
は
過
去
五
年
間
で
約
二
割
弱
（
六
七
）
に
留
ま
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
接
道
許
可
に

２０

１０

（

）
３０る
。建

築
審
査
会
に
関
す
る
諸
問
題
（
一
）（
川
内
） 

五
九
七
（
　
　
　
）

三
一



お
け
る
包
括
同
意
基
準
の
策
定
や
改
定
で
、
機
能
と
し
て
は
十
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
五
年
間
で
調
査
審
議
を
行
っ
た
自
治
体
六
七
自
治
体

に
留
ま
っ
て
い
る
。
…
建
議
の
実
績
は
、
数
件
（
平
成
一
七
年
三
件
）
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
密
集
市
街
地
の
環
境
整
備
や
マ
ン
シ
ョ
ン
紛
争
に

対
す
る
ル
ー
ル
づ
く
り
等
で
あ
り
、
建
議
に
至
ら
な
く
と
も
審
査
会
で
話
題
に
な
っ
た
事
項
と
し
て
も
、
建
築
基
準
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、
周
辺
領
域
に

関
す
る
事
柄
が
多
く
な
っ
て
い
る
。」
と
指
摘
す
る
。

（
　
）　
甲
府
地
判
昭
五
八
・
六
・
二
七
行
裁
例
集
三
四
巻
六
号
一
〇
四
〇
頁
、
同
事
件
の
控
訴
審
で
あ
る
東
京
高
判
昭
六
〇
・
二
・
二
七
行
裁
例
集
三
六
巻

２１
二
〇
号
二
五
〇
頁
。
な
お
、
同
意
が
現
実
に
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
処
分
性
を
肯
定
し
て
取
消
訴
訟
等
の
対
象
と
認
め
る
べ
き
と
の
問
題

提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
早
く
か
ら
問
題
提
起
す
る
も
の
と
し
て
、
畠
山
武
道
「
許
認
可
の
際
の
同
意
の
性
質
（
一
）～（
四
・
完
）」
民
商
法
雑
誌
六

九
巻
一
号
六
〇
頁
、
五
号
四
六
頁
、
七
〇
巻
二
号
七
四
頁
、
五
号
八
八
頁
。

（
　
）　
杉
山
・
前
掲
注
（
　
）
九
頁
。

２２

１０

（
　
）　
有
田
智
一
「
地
域
課
題
に
応
じ
た
審
査
会
の
あ
り
か
た
～
接
道
規
定
た
だ
し
書
き
許
可
に
み
る
地
方
性
を
例
に
～
」
日
本
建
築
学
会
・
建
築
に
関
わ

２３
る
社
会
規
範
・
法
規
範
特
別
調
査
委
員
会
・
建
築
規
制
基
盤
整
備
小
委
員
会
『
建
築
規
制
に
お
け
る
不
服
審
査
制
度
等
の
あ
り
方
・
建
築
規
制
の
基
盤

整
備
小
委
員
会
（
二
〇
〇
七
．
九
～
二
〇
〇
九
．
三
）
報
告
書
』（
二
〇
〇
九
年
三
月
）
三
三－

三
四
頁
。

（
　
）　
大
阪
地
判
平
一
八
・
一
〇
・
二
五
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
三
七
号
一
八
一
頁
。

２４
（
　
）　
日
置
雅
晴
「
建
築
審
査
会
・
開
発
審
査
会
に
お
け
る
審
査
の
現
状
と
課
題
」『
自
由
と
正
義
』
五
八
巻
七
号
一
〇
六
頁
参
照
。

２５
（
　
）　
島
田
＝
内
山
・
前
掲
注
（
３
）
二
五
六
頁
。

２６
（
　
）　
加
藤
仁
美
＝
岩
井
悠
希
「
建
築
審
査
会
に
お
け
る
審
査
請
求
案
件
の
審
理
・
裁
決
の
実
態
」『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
七
六
巻
六
六
二
号

２７
七
九
九
頁
（
二
〇
一
一
年
）
は
、
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
か
ら
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
ま
で
の
審
査
請
求
の
全
国
的
傾
向
と
東
京
都
お
よ
び

世
田
谷
区
の
事
例
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

（
　
）　
前
掲
注
八
〇
〇
頁
の
表
１
を
基
本
に
、
各
年
度
の
全
国
建
築
審
査
会
長
会
議
資
料
に
基
づ
き
作
成
し
た
。

２８
（
　
）　
総
務
省
「
平
成
二
一
年
度
に
お
け
る
行
政
不
服
審
査
法
等
の
施
行
状
況
に
関
す
る
調
査
結
果
」
に
よ
る
と
、
地
方
自
治
体
へ
の
不
服
申
立
て
件
数
は

２９
一
四
，五
五
三
件
（
異
議
申
立
て
七
，三
七
七
件
、
審
査
請
求
七
，一
六
八
件
、
再
審
査
請
求
八
件
）、
処
理
件
数
は
一
五
，六
九
〇
件
、
そ
の
処
理
内
容

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
五
巻
　
二
号 

五
九
八
（
　
　
　
）

三
二



は
、
認
容
が
八
四
七
件
（
五
・
四
％
）、
棄
却
一
一
，六
三
八
件
（
七
四
・
二
％
）、
却
下
二
，七
四
六
件
（
一
七
・
五
％
）、
そ
の
他
四
五
九
件
（
二
・

九
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
も
の
の
、
建
築
審
査
会
に
お
け
る
却
下
裁
決
の
割
合
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

（
　
）　
日
置
・
前
掲
注
（
　
）
一
〇
五
頁
。

３０

２５

建
築
審
査
会
に
関
す
る
諸
問
題
（
一
）（
川
内
） 

五
九
九
（
　
　
　
）

三
三




